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平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

株式取得 ２２４ ２８５ ２１８ 

合併 １５ １４ ８ 

共同新設分割 ０ １ １ 

吸収分割 １０ １４ １３ 

共同株式移転 ６ ５ ３ 

事業等譲受け ２０ ３０ ２１ 

合計 ２７５ ３４９ ２６４ 

（注）「届出件数」のうち，平成２６年５月末時点で，３件が第２次審査中，３件が取下げ案件 
      であり，他の欄には計上していない。 

届出件数 
（注） 

第１次審査で
終了した件数 

第２次審査で
終了した件数 

問題解消措置を前提
として独占禁止法上問

題なしとした件数 

禁止期間を短
縮した件数 

平成２５年度 ２６４ ２５７ １ ０ ８０ 

I-1  届出受理等件数 
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■ 企業結合審査の予見可能性及び透明性の向上を図る観点か
ら，他の事業者の参考となると考えられる事例を中心に「主要な
企業結合事例」として，審査結果を取りまとめ 

 
■ 「主要な企業結合事例」は，平成５年度以降，毎年，作成・公
表しており，今回で２１回目 

 
■ 平成５年度から平成２５年度までにおいて，合計で２２８の企業
結合事例を掲載 

 
■ 平成２５年度は，１０事例を掲載 

I-2 主要な企業結合事例の概要 



II-1 イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得 

 

 
平成２５年 ２月 
 
 
平成２５年 ３月 １日  株式取得計画に関する届出書の提出，受理 
 
平成２５年 ３月２９日  報告等の要請，第三者からの意見聴取の開始 
 
  
平成２５年 ６月 
 
 
  
                 
 
 
 
 
平成２５年 ７月 ９日   全ての報告等を受理（これにより第２次審査の期限が平成２５年１０月８日になる） 
 
 

平成２５年 ７月１９日  排除措置命令を行わない旨の通知，審査結果公表 
        
 

平成２５年 ８月２７日   イオンによるダイエーの株式取得実施 

審査の経緯 

イオンが，届出前に株式取得に関する計画について当委員会に相談 

第１次審査開始 

第２次審査開始 

当事会社が，追加の主張及び資料提出 

報告等の一部のみが提出された状況で，当事会社から論点等の説明要請 
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当委員会は，その時点での検討結果に基づき，論点等を説明 



１．一定の取引分野の画定 

   
  全国約２６０地域で，イオンとダイ
エーは競合。 ⇒ この約２６０地域
が検討対象。 

 

○スーパーマーケット事業者は，来店客
調査等の情報から各店舗に頻繁に来
店する消費者が居住している範囲（各
店舗の立地状況，規模等によって多少
の相違あり。）を商圏として設定。 

 
 

○各店舗の立地状況，規模等に基づき，
各店舗の商圏と考えられる円形の範
囲（店舗の状況により，店舗から半径５
００ｍ～３㎞）を地理的範囲として画定。 

 
【必要に応じて，実勢商圏における競争
状況について検討】 

II-2 イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得 

○スーパーマーケットには，ＧＭＳと食品スーパーが
存在している。しかし，スーパーマーケット事業者は
形態がＧＭＳか食品スーパーかにかかわらず，食
料品の購入者を主なターゲットとして競争している。
また，消費者も両者の形態を区別することなく購入
店舗を選択している。 

 

○スーパーマーケットと同様の商品を取り扱う業態と
してコンビニ，ドラッグストア等が存在している。しか
し，これらの業態では，スーパーマーケットが強みと
している生鮮食料品の品ぞろえが劣ることから，消
費者は目的に応じて使い分けている。 

  スーパーマーケット業を役務範囲とし，コンビニ，ド
ラッグストア等は隣接市場からの競争圧力として検
討。 

(1) 役務範囲 (2) 地理的範囲 
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２． 競争の実質的制限についての検討 
II-3 イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得 

○約２６０地域における各店舗の市場シェアを算出することは困難であるが，一般に，同一の地理的範
囲内の店舗数が多いほど競争が活発と考えられる。特に，近接して立地している店舗との間でより
活発な競争が行われている。 

 
○スーパーマーケット事業者は，近隣の競争事業者の店舗の立地状況，規模等を考慮して，主たる競
争相手となる競争事業者の店舗を競合店として設定，当該店舗との間で活発な競争を行っていると
考えられる。 

 
○約２６０地域のうち，一方の当事会社の店舗が他方の当事会社の店舗を競合店として設定している
地理的範囲や競争事業者の店舗が少ない地理的範囲など，個別の検討を要する地理的範囲（約１
００）をみても，以下のような状況にある。 

・  当事会社の店舗が，規模等の面で競争力が弱い中，競争事業者の競争力のある店舗が存在する。 
・ 当事会社の店舗が同一の地理的範囲内で離れて立地している中，当事会社の店舗に近接して競
争事業者の競争力のある店舗が存在する。 

・ 当事会社の店舗が近接して立地しており，当該店舗間で活発な競争が行われているが，実勢商圏
内に競争事業者の競争力のある店舗が存在し，当事会社の店舗を利用する消費者が当該店舗にも
買い回っている。 

 
⇒本件株式取得後も，当事会社の店舗と競争事業者の競争力のある店舗との間で，引き続き活発な
競争が行われると認められる。 

(1)当事会社が競合する地域における競争状況 
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II-4 イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得 

 
○事業者が新規にスーパーマーケット業に参入する場合，各種法令に基づく多くの許可等を得る必
要があるが，これらの許可等の取得が制度上の参入障壁となっているとは認められない。 

 
○ スーパーマーケット事業者が新規に出店する場合，投資規模が出店障壁となっているとは認め
られない。 

 
○実際にも，スーパーマーケットの新規出店が多く行われている。 
 
⇒参入圧力が一定程度働いていると認められる。 
 

○スーパーマーケットで販売されている商品は，品ぞろえに多少の差があるものの，コンビニ，ド
ラッグストア等の他業態の店舗でも販売されている。 

 

○コンビニ等は，スーパーマーケットが強みとしている生鮮食料品等の品ぞろえ面で劣るものの，
当事会社の店舗とこれら他業態の店舗との間では，共通して取り扱う商品について，一定の競
争が行われていると認められる。 

 
⇒コンビニ，ドラッグストア等他業態からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

(2)参入圧力 

(3) 隣接市場（コンビニ，ドラッグストア等）からの競争圧力 



II-5 イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得 

(4) 隣接市場（地理的隣接市場）からの競争圧力 

(5) ダイエーの経営状況 

○ダイエーは，５期連続で当期純損失を計上するなど，業績不振に陥っており，事業能力は限定
的である。 

 
⇒当事会社の店舗間の競争と比較して同等又はより活発な競争が，イオングループの店舗と別
の競争事業者の店舗との間で行われている実態にある。 
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⇒いずれの地理的範囲においても，本件株式取得により，当事会社の単独行動又は競争事業者
との協調的行動によって，競争が実質的に制限されることとはならないと認められる。 

○消費者は，通常の買い回る範囲を超えた地域に所在するスーパーマーケットの店舗を利用する
こともある。 

 
○ 各地理的範囲に隣接する地域には，他のスーパーマーケット事業者の店舗が存在しており，当
事会社の店舗とこれら隣接地域の競争事業者の店舗との間でも，一定の競争が行われていると
認められる。 

 
⇒地理的隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 



III-1 三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合 

 

 
平成２５年 ３月以降 
 
 
 
平成２５年 ８月 ７日  吸収分割計画に関する計画の届出書の提出，受理 
 
 
 
平成２５年 ９月 ６日  報告等の要請，第三者からの意見聴取の開始 
 
 
 
 
 
  
平成２５年１１月２１日  全ての報告等を受理（これにより第２次審査の期限が平成２６年２月２０日になる） 
 
 
 

平成２５年１２月１２日  排除措置命令を行わない旨の通知，審査結果公表 
 
        
 

平成２６年 ２月 １日  吸収分割実行  

審査の経緯 

 三菱重工業グループと日立製作所グループが本件統合に係る意見書及び資料を自

発的に当委員会に提出 

第１次審査開始 

第２次審査開始 
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当事会社が報告等を順次提出 

当委員会は需要者・競争事業者等にヒアリング・アンケート等を実施 



１． 一定の取引分野の画定 汽力発電プラント（一括発注の場合） 
III-2 三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合 
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○汽力発電プラントは，ボイラーや蒸気タービンといった個々の機器により構成され，需要者（一般電
気事業者等）は，これらの機器を分割発注する場合と，機器を含めプラント全体の設計や機器調達
等の役務を一括発注する場合がある。 

【汽力発電プラント】 

 
 
○需要者は，必要とする出力に応じて，超臨界圧ボイラー及び大型蒸気タービンを用いた超臨界圧
火力発電プラント，又は亜臨界圧ボイラー及び中小型蒸気タービンを用いた亜臨界圧火力発電プ
ラントを調達している。 

○ボイラー又は蒸気タービンのメーカーが汽力発電プラント供給事業を行っているところ，超臨界圧カ
火力発電プラントで用いられる超臨界圧ボイラー及び大型蒸気タービンは，亜臨界圧火力発電プラ
ントで用いられる亜臨界圧ボイラー及び中小型蒸気タービンよりも高度な技術により製造されてお
り，超臨界圧火力発電プラント供給事業を行うプラントメーカーと，亜臨界圧火力発電プラント供給
事業を行うプラントメーカーの顔ぶれは大きく異なる。 

 
 

【汽力発電プラント供給事業（一括発注）】 

 ・ 超臨界圧火力発電プラント供給事業及び亜臨界圧火力発電プラント供給事業をそれぞれ役務範
囲として画定し，当事会社が競合する超臨界圧火力発電プラント供給事業について検討。 

 ・国内の需要者の要求を満たす調達先は，国内のプラントメーカーに限定されていることから，地理
的範囲は日本全国として検討。 
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２． 競争の実質的制限についての検討①（超臨界圧火力発電プラント供給事業）  

III-3 三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合 

○過去１０年間において超臨界圧火力発電プラントが一括発注された実績は数件しかなく，従来三菱重工グ
ループ，日立製作所グループ及びＡ社による活発な競争が行われてきたが，最近になってＢ社が参入した。 

○各事業者とも供給余力を有しており，統合会社と有力な競争事業者であるＡ社との間で引き続き活発な競
争が展開されるほか，最近参入したＢ社も統合会社に対する牽制力として機能するものと考えられる。 

○プラントメーカーごとに設計する超臨界圧火力発電プラントに特徴があり，超臨界圧火力発電プラント供給
事業は差別化が図られていることから，競争事業者との協調的行動がとられ難い役務であると考えられる。 

【１ 競争事業者の競争状況】 
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○ 前記のとおり，最近Ｂ社が参入したほか，超臨界圧火力発電プラント供給事業への参入を検討している事
業者がほかにも存在する。 

⇒参入圧力が一定程度働いていると認められる。 

【２ 参入圧力】 

○超臨界圧火力発電プラントを発注するのは大規模需要者であり，これら需要者は，過去の調達時の実績
や他メーカーの見積金額等の情報を基に，自社が発注する発電プラントについて，適正と考える金額の水
準を算定する能力を有しており，当該適正と考える金額の水準に近づけるようプラントメーカーとの間で価
格交渉を行っている。 

○プラントメーカーは，国内での数少ない発注案件を受注できるよう，ある程度需要者の主張を踏まえながら
価格交渉等を行っており，需要者から合理的な根拠に基づく値下げ要求が行われた場合等には，当該要
求に応じている状況がうかがえる。 

○ＩＰＰ入札により，需要者は，超臨界圧火力発電プラントの調達に当たり，これまで以上にコストを重視する
結果，より厳しい態度で価格交渉に臨むこととなると考えられる。 

⇒需要者からの競争圧力は強いと認められる。 

【３ 需要者からの競争圧力】 
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III-4 三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合 
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○ＩＰＰ入札においては，東京電力等の一般電気事業者を発
注者として，複数の事業者が当該一般電気事業者への電
力の供給を目指して応札するところ，ＩＰＰ入札において落
札した事業者がプラントメーカーに対して，超臨界圧火力
発電プラント供給事業を発注することとなる。 

○ＩＰＰ入札に参加する事業者は，プラントメーカーに概算見
積金額の提示を依頼するところ，複数の事業者が同じＩＰＰ
入札に参加する場合であっても，建設を予定する超臨界
圧火力発電プラントの規模は異なり，また，事業者ごとに
概算見積金額の提示を行うプラントメーカーは異なり得る。 

○プラントメーカーがＩＰＰ入札に参加する事業者に対し高い
概算見積金額の提示をするなどにより，当該事業者が競
争力を失えば，当該事業者は，ＩＰＰ入札への応札を断念
したりして，結果としてプラントメーカーは，当該事業者に
超臨界圧火力プラントを納入することはできないこととなる。 

⇒ＩＰＰ入札により競争の形態が複雑化し，単独行動及び協
調的行動に対する一定の牽制力となると考えられる。 

【４ 火力電源調達入札（ＩＰＰ入札）が競争に与える影響】 

【図 ＩＰＰ入札と発電プラントの調達の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般電気事業者 

 

④ 

 

① 
応札 

火力電源 

の募集 

一般電気事業者，卸電気事業者，卸供給事業者等 

（火力発電プラントの需要者） 

 

⑥ 

 

⑤ 

 

③ 

 

② 

概算見積

金額提示 

④で落札でき

た場合に正式

見積依頼 

概算見積

金額提示

依頼 
見積提出 

プラントメーカー等 

   本件統合により，単独行動及び協調的行動によって競争が実質的に制限されることとはならない
と認められる。   

 
※ 超臨界圧ボイラー，大型蒸気タービン及び大型ＧＴＣＣ発電プラント供給事業についても，同様 
 に，単独行動及び協調的行動によって競争が実質的に制限されることとはならないと認められる。 

３． 競争の実質的制限についての検討②超臨界圧火力発電プラント供給事業）  
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（参考）企業結合審査のフローチャート 

企
業
結
合
計
画
の
具
体
化 

届
出
前
相
談
（
任
意
） 

企
業
結
合
計
画
の
届
出 

審
査
に
必
要
な
報
告

等
の
要
請 

措
置
の
事
前
通
知 

排
除
措
置
命
令 

論点等の説明 

全
て
の
報
告
等
の
提
出 

問
題
な
し
（通
知
） 

９０日以内 

３０日以内 

問
題
な
し
（通
知
） 

意見書等の提出 

第２次審査 第１次審査 公取委 
届出会社 

問
題
な
し

（通
知
） 
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